
○保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，特定教育・保育施設等が，新型コロナウイルス感染症への対応と少

子高齢化への対応が重なる最前線において働く，保育士等の処遇の改善のため，賃上げ

効果が継続される取組を行うことを前提として，令和４年２月から収入を３％程度（月

額９，０００円）引き上げるための賃金改善を実施した場合，予算の範囲内において補

助金を交付するものとし，その交付に関しては，「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時

特例事業の実施について（令和３年１２月２３日付け府子本第１２０３号）」の別紙「保

育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」（以下「国要綱」という。）及び

この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。

以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は，規則で使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 特定教育・保育施設等 市内に所在する，子ども・子育て支援法（平成２４年法

律第６５号。以下「支援法」という。）第２７条第１項に規定する特定教育・保育

施設及び支援法第２９条第１項に規定する特定地域型保育事業者が運営する事業所

をいう。 

(2) 保育士等 特定教育・保育施設等に勤務する職員（非常勤職員を含み，経営に携

わる法人役員を兼務する施設長を除く。）をいう。 

（補助事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，令和４年２月

から９月までの間，職員に対して３％程度（月額９，０００円）の賃金改善を行う事業

とする。 

（補助事業者） 

第４条 補助事業者は，特定教育・保育施設等の設置者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付



決定の取消しを受け，当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して１年を経過し

ていないものは，補助事業者としない。 

（補助対象経費） 

第５条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の算定に当たって対象とな

る経費（以下「補助対象経費」という。）は，保育士等の賃金改善を行うために必要な

費用（以下「賃金改善部分」という。）及び令和３年度人事院勧告に伴う国家公務員給

与の改定内容が令和４年度の公定価格に反映された場合に，それにより見込まれる公定

価格の減額分に対応するための費用（以下「国家公務員給与改定対応部分」という。）

とする。 

（補助金額） 

第６条 令和３年度における補助金の額は，施設・事業所ごとに賃金改善部分に定める年

齢区分別の補助基準額（別表）に令和３年度年齢別平均利用児童数を乗じて得た額に事

業実施月数を乗じて得た額と前条の補助対象経費の実支出額とを比較し，いずれか少な

い方の額とする。  

２ 令和４年度における補助金の額は，施設・事業所ごとに賃金改善部分，国家公務員給

与改定対応部分それぞれ別に定める年齢区分別の補助基準額（別表）に令和３年度年齢

別平均利用児童数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額と前条の補助対象経費

の実支出額とを比較し，いずれか少ない方の額とする。ただし，令和４年度から利用定

員を変更する場合においては，令和３年度年齢別平均利用児童数に代えて，令和４年度

年齢別平均利用児童数を用いて算定することも可とする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助事業者は，補助金の交付を受けようとするときは，国要綱，この要綱及び規

則に定める条項の適用を受けることについて同意をした上で，岡山市長（以下「市長」

という。）が定める日までに，規則第５条第１項に規定する申請書を各年度分について

それぞれ市長に提出しなければならない。なお，規則第５条第１項第２号から第４号ま

での書類の提出は要しない。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおりと

する。 



(1)平均年齢別児童数計算表 

(2)賃金改善内訳 

(3)拠出見込額・受入見込額一覧表(該当がある場合のみ) 

（状況報告，着手届及び完了届の免除） 

第８条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着手・

完了届の提出は要しない。 

（実績報告） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は，市長が定める日までに，規則第１６

条第１項に規定する実績報告書を各年度分についてそれぞれ市長に提出しなければなら

ない。なお，規則第１６条第１項第１号の書類の提出は要しない。 

２ 規則第１６条第１項第２号に規定するその他市長が必要と認める書類は，次のとおり

とする。 

(1)保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書 

(2)賃金改善内訳 

(3)拠出実績額・受入実績額一覧表(該当がある場合のみ) 

(4)補助事業の実施が確認できる書類 

（補助金の交付時期） 

第１０条 規則第１９条第１項ただし書の規定により，交付決定の後，補助事業の完了前

に補助金額の全部又は一部を交付することができる。 

（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は，令和４年２月１８日から施行し，令和４年２月１日から適用する。 

  



別表 

施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

幼稚園 

15人まで 

4歳以上児 4,460円 940円 

3歳児 4,840円 1,030円 

満3歳児 5,530円 1,220円 

16人から 

25人まで 

4歳以上児 2,700円 690円 

3歳児 3,080円 780円 

満3歳児 3,770円 970円 

26人から 

35人まで 

4歳以上児 1,940円 400円 

3歳児 2,330円 490円 

満3歳児 3,010円 680円 

36人から 

45人まで 

4歳以上児 1,760円 490円 

3歳児 2,140円 590円 

満3歳児 2,830円 780円 

46人から 

60人まで 

4歳以上児 1,690円 370円 

3歳児 2,070円 470円 

満3歳児 2,760円 660円 

61人から 

75人まで 

4歳以上児 1,440円 340円 

3歳児 1,820円 440円 

満3歳児 2,510円 630円 

76人から 

90人まで 

4歳以上児 1,270円 300円 

3歳児 1,650円 390円 

満3歳児 2,340円 580円 

91人から 

105人まで 

4歳以上児 1,180円 260円 

3歳児 1,560円 350円 

満3歳児 2,250円 540円 

106人から 4歳以上児 1,080円 240円 



120人まで 3歳児 1,460円 330円 

満3歳児 2,150円 520円 

121人から 

135人まで 

4歳以上児 1,020円 240円 

3歳児 1,400円 330円 

満3歳児 2,090円 520円 

136人から 

150人まで 

4歳以上児 960円 230円 

3歳児 1,340円 450円 

満3歳児 2,030円 640円 

151人から 

180人まで 

4歳以上児 870円 200円 

3歳児 1,260円 290円 

満3歳児 1,940円 480円 

181人から 

210人まで 

4歳以上児 810円 190円 

3歳児 1,200円 290円 

満3歳児 1,880円 480円 

211人から 

240人まで 

4歳以上児 770円 170円 

3歳児 1,150円 260円 

満3歳児 1,840円 450円 

241人から 

270人まで 

4歳以上児 730円 180円 

3歳児 1,120円 270円 

満3歳児 1,800円 460円 

271人から 

300人まで 

4歳以上児 710円 160円 

3歳児 1,090円 260円 

満3歳児 1,780円 450円 

301人 

以上 

4歳以上児 640円 150円 

3歳児 1,030円 250円 

満3歳児 1,720円 440円 

 

  



施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

保育所 

20人 

4歳以上児 4,240円 910円 

3歳児 4,670円 1,030円 

1，2歳児 6,070円 1,330円 

乳児 8,350円 1,860円 

21人から 

30人まで 

4歳以上児 2,980円 580円 

3歳児 3,410円 690円 

1，2歳児 4,800円 1,200円 

乳児 7,080円 1,730円 

31人から 

40人まで 

4歳以上児 2,300円 480円 

3歳児 2,730円 590円 

1，2歳児 4,130円 1,010円 

乳児 6,410円 1,540円 

41人から 

50人まで 

4歳以上児 2,200円 450円 

3歳児 2,630円 570円 

1，2歳児 4,020円 980円 

乳児 6,300円 1,510円 

51人から 

60人まで 

4歳以上児 1,910円 390円 

3歳児 2,340円 510円 

1，2歳児 3,730円 1,020円 

乳児 6,010円 1,550円 

61人から 

70人まで 

4歳以上児 1,700円 350円 

3歳児 2,130円 470円 

1，2歳児 3,520円 980円 

乳児 5,800円 1,510円 

71人から 

80人まで 

4歳以上児 1,540円 320円 

3歳児 1,970円 430円 



1，2歳児 3,370円 940円 

乳児 5,650円 1,470円 

81人から 

90人まで 

4歳以上児 1,420円 290円 

3歳児 1,850円 400円 

1，2歳児 3,250円 930円 

乳児 5,530円 1,460円 

91人から 

100人まで 

4歳以上児 1,290円 240円 

3歳児 1,720円 350円 

1，2歳児 3,110円 790円 

乳児 5,390円 1,320円 

101人から 

110人まで 

4歳以上児 1,210円 220円 

3歳児 1,640円 330円 

1，2歳児 3,040円 860円 

乳児 5,320円 1,390円 

111人から 

120人まで 

4歳以上児 1,150円 220円 

3歳児 1,580円 330円 

1，2歳児 2,970円 760円 

乳児 5,250円 1,280円 

121人から 

130人まで 

4歳以上児 1,100円 310円 

3歳児 1,530円 420円 

1，2歳児 2,920円 740円 

乳児 5,200円 1,270円 

131人から 

140人まで 

4歳以上児 1,050円 310円 

3歳児 1,480円 420円 

1，2歳児 2,870円 760円 

乳児 5,150円 1,290円 

141人から 

150人まで 

4歳以上児 1,010円 320円 

3歳児 1,440円 430円 



1，2歳児 2,830円 740円 

乳児 5,110円 1,260円 

151人から 

160人まで 

4歳以上児 1,060円 180円 

3歳児 1,490円 290円 

1，2歳児 2,880円 720円 

乳児 5,160円 1,250円 

161人から 

170人まで 

4歳以上児 1,020円 180円 

3歳児 1,450円 300円 

1，2歳児 2,850円 740円 

乳児 5,130円 1,270円 

171人以上 

4歳以上児 990円 180円 

3歳児 1,420円 290円 

1，2歳児 2,810円 820円 

乳児 5,090円 1,350円 

 

  



施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

認定こども園

（1号） 15人まで 

4歳以上児 4,280円 740円 

3歳児 4,660円 830円 

満3歳児 5,260円 1,000円 

16人から 

25人まで 

4歳以上児 2,580円 460円 

3歳児 2,960円 550円 

満3歳児 3,560円 720円 

26人から 

35人まで 

4歳以上児 1,910円 360円 

3歳児 2,290円 450円 

満3歳児 2,890円 620円 

36人から 

45人まで 

4歳以上児 1,520円 320円 

3歳児 1,900円 410円 

満3歳児 2,510円 580円 

46人から 

60人まで 

4歳以上児 1,240円 250円 

3歳児 1,620円 340円 

満3歳児 2,230円 510円 

61人から 

75人まで 

4歳以上児 1,090円 240円 

3歳児 1,460円 340円 

満3歳児 2,070円 500円 

76人から 

90人まで 

4歳以上児 980円 350円 

3歳児 1,360円 440円 

満3歳児 1,960円 610円 

91人から 

105人まで 

4歳以上児 1,030円 210円 

3歳児 1,410円 300円 

満3歳児 2,010円 470円 

106人から 

120人まで 

4歳以上児 960円 200円 

3歳児 1,340円 290円 



満3歳児 1,940円 460円 

121人から 

135人まで 

4歳以上児 920円 310円 

3歳児 1,300円 400円 

満3歳児 1,900円 570円 

136人から 

150人まで 

4歳以上児 870円 190円 

3歳児 1,250円 280円 

満3歳児 1,860円 450円 

151人から 

180人まで 

4歳以上児 800円 160円 

3歳児 1,180円 250円 

満3歳児 1,790円 420円 

181人から 

210人まで 

4歳以上児 750円 180円 

3歳児 1,130円 390円 

満3歳児 1,740円 560円 

211人から 

240人まで 

4歳以上児 720円 150円 

3歳児 1,100円 250円 

満3歳児 1,700円 410円 

241人から 

270人まで 

4歳以上児 680円 150円 

3歳児 1,060円 240円 

満3歳児 1,670円 410円 

271人から 

300人まで 

4歳以上児 660円 270円 

3歳児 1,040円 360円 

満3歳児 1,640円 530円 

301人 

以上 

4歳以上児 640円 130円 

3歳児 1,020円 220円 

満3歳児 1,620円 390円 

 

  



施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

認定こども

園（2・3号） 
10人まで 

4歳以上児 6,760円 1,710円 

3歳児 7,180円 1,820円 

1，2歳児 8,580円 2,310円 

乳児 10,860円 2,840円 

11人から 

20人まで 

4歳以上児 4,020円 1,000円 

3歳児 4,440円 1,110円 

1，2歳児 5,840円 1,480円 

乳児 8,120円 2,010円 

21人から 

30人まで 

4歳以上児 2,830円 810円 

3歳児 3,250円 920円 

1，2歳児 4,650円 1,240円 

乳児 6,930円 1,800円 

31人から 

40人まで 

4歳以上児 2,190円 680円 

3歳児 2,610円 790円 

1，2歳児 4,010円 1,210円 

乳児 6,290円 1,780円 

41人から 

50人まで 

4歳以上児 2,080円 600円 

3歳児 2,500円 710円 

1，2歳児 3,900円 1,010円 

乳児 6,180円 1,530円 

51人から 

60人まで 

4歳以上児 1,800円 520円 

3歳児 2,230円 630円 

1，2歳児 3,630円 920円 

乳児 5,910円 1,450円 

61人から 

70人まで 

4歳以上児 1,610円 400円 

3歳児 2,030円 510円 



1，2歳児 3,430円 990円 

乳児 5,710円 1,520円 

71人から 

80人まで 

4歳以上児 1,470円 360円 

3歳児 1,890円 470円 

1，2歳児 3,290円 880円 

乳児 5,570円 1,410円 

81人から 

90人まで 

4歳以上児 1,350円 340円 

3歳児 1,780円 460円 

1，2歳児 3,180円 840円 

乳児 5,460円 1,360円 

91人から 

100人まで 

4歳以上児 1,230円 280円 

3歳児 1,650円 390円 

1，2歳児 3,050円 890円 

乳児 5,330円 1,420円 

101人から 

110人まで 

4歳以上児 1,160円 350円 

3歳児 1,580円 460円 

1，2歳児 2,980円 780円 

乳児 5,260円 1,310円 

111人から 

120人まで 

4歳以上児 1,100円 230円 

3歳児 1,520円 350円 

1，2歳児 2,920円 760円 

乳児 5,200円 1,280円 

121人から 

130人まで 

4歳以上児 1,050円 340円 

3歳児 1,470円 450円 

1，2歳児 2,870円 750円 

乳児 5,150円 1,270円 

131人から 

140人まで 

4歳以上児 1,010円 330円 

3歳児 1,430円 440円 



1，2歳児 2,830円 750円 

乳児 5,110円 1,280円 

141人から 

150人まで 

4歳以上児 970円 320円 

3歳児 1,390円 430円 

1，2歳児 2,790円 740円 

乳児 5,070円 1,270円 

151人から 

160人まで 

4歳以上児 1,020円 310円 

3歳児 1,440円 420円 

1，2歳児 2,840円 730円 

乳児 5,120円 1,260円 

161人から 

170人まで 

4歳以上児 990円 190円 

3歳児 1,410円 310円 

1，2歳児 2,810円 720円 

乳児 5,090円 1,240円 

171人以上 

4歳以上児 960円 210円 

3歳児 1,380円 320円 

1，2歳児 2,780円 720円 

乳児 5,060円 1,250円 

 

  



施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

小規模保育

事業（A型） 

6人から 

12人まで 

1，2歳児 6,850円 1,240円 

乳児 9,110円 1,860円 

13人から 

19人まで 

1，2歳児 5,170円 1,020円 

乳児 7,430円 1,650円 

 

施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

事業所内保

育事業（定

員19人以

下） 

5人まで 
1，2歳児 13,080円 1,930円 

乳児 15,330円 2,500円 

6人から 

12人まで 

1，2歳児 6,780円 1,070円 

乳児 9,050円 1,640円 

13人から 

19人まで 

1，2歳児 5,120円 900円 

乳児 7,400円 1,480円 

 

施設区分 定員区分 年齢区分 賃金改善部分 
国家公務員給与 

改定対応部分 

事業所内保

育事業（定

員20人以

上） 

20人から 

30人まで 

1，2歳児 4,130円 1,060円 

乳児 6,400円 1,540円 

31人から 

40人まで 

1，2歳児 3,630円 900円 

乳児 5,900円 1,370円 

41人から 

50人まで 

1，2歳児 3,590円 870円 

乳児 5,860円 1,340円 

51人から 

60人まで 

1，2歳児 3,370円 920円 

乳児 5,660円 1,390円 

61人から 
1，2歳児 3,220円 880円 

乳児 5,490円 1,360円 


